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（午後１時11分 開会） 

○高村将敏委員長 ただいまから、予算常任委員会建

設環境分科会を開会し、本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 初めに、本分科会に分担されまし

た議案の審査は、クラウド上などに掲載してありま

す審査順位（案）のとおり進めたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

します。 

  これより議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 議案第118号 令和７年度吹田市

一般会計補正予算（第４号）中、土木部所管及び議

案第120号 令和７年度吹田市公共用地先行取得特

別会計補正予算（第１号）を一括議題とし、質疑を

行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 まずは、上の川周辺整備事業につい

ての件で確認させていただきたいと思います。 

  議案参考資料の135ページを見ますと、河川管理

者等との協議に時間を要し、委託発注に遅れが生じ

ているという記載がございますが、これは、委託発

注はできたのか。または、できるめどという部分は、

どういうことになっているのか、状況を教えてくだ

さい。 

○大野和也地域整備推進室主幹 現在、進捗状況とし

まして、詳細設計業務では工事に必要な図面の作成

や水量の算出のほか、暗渠化構造の詳細な構造計算

などを実施することになっておりますけれども、こ

れに必要な暗渠化構造の条件設定等に大阪府の理解

を得られたところでございまして、発注準備を進め

ております。 

  この後、承認いただきました後、公告を打って、

その後、契約といった流れになってございます。 

○川田 尚委員 ということは整備計画、これ令和８

年９月完了予定と記載ありますけど、ここには現状

では予定どおりいけるものだろうという理解でよろ

しかったでしょうか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 現状そのような予定

に変更はございません。 

○川田 尚委員 それでは、引き続きまして、次は都

市計画道路の千里丘朝日が丘線における部分につい

てお聞かせ願いたいと思います。 

  こちらも議案参考資料からですが、137ページに

なります。１番の事業内容の部分にありますが、現

状ですね、時間がかかっているという部分は理解で

きるんですけど、主な要因としては、どの部分で時

間がかかっているということでしょうか。お願いい

たします。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 用地の現状、時間が

かかっているというところは、ちょっと個別のこと

は申し上げられないんですけども、全体19件のうち

10件が今、用地取得済みでございます。残り９件の

うちの一部についての用地の交渉に時間を要してい

るところでございます。 

○川田 尚委員 ということは、進捗でいきますと、

まだまだ、半分近くの方が残っていらっしゃるかと

思うんですが、この辺り、ちょっと言いにくい部分

があったら、相手さんのある話なので構わないんで

すけど、いわゆるめどという部分は地域整備推進室

さんの中では、どのように考えていらっしゃるんで

しょうか。 

  といいますのも、計画でいきますと令和９年３月

31日だったかと思います。それを考えると現状の進

捗度合いという部分は、どのように考えてますでし

ょうか。お聞かせいただきたいと思います。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 用地取得が約半分と

いう状況を踏まえておりますけども、用地取得につ

きましては、個別の事情に応じた丁寧な対応が必要

でございます。 

  どうしても用地交渉に時間がかかることがござい

ますけども、今、我々としましては令和８年度中に

残りの未取得用地を取得しまして、令和９年度末の

道路完成に向けて進めているところでございます。 

○川田 尚委員 引き続き交渉をね、任意交渉かと思

いますんで、よろしくお願いいたします。 

  これ吹田市民、特にそうなんですけど、特に地元

の方々から見れば非常に期待されてる事業かと思っ
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ています。 

  私から申し上げるのも、本当に僭越ではあるんで

すけど、土地区画整理にしろ、こういった相手さん

のね、いわゆる財産に一定制限という部分でいった

ら、非常に難しい話かと思います。逆に言うと、そ

れぐらい、いかに大切な必要度の高い公共性のある

仕事かと思ってますので、ここはしっかりと事業を

進めていただいて、また、相手側のことも考えなが

らですね、事業を円滑に進めていってほしいなと思

っております。 

  それを踏まえてですね、少々聞きにくいところか

なと思ってはいるんですけど、とは言っても期待半

分、なかなか相手のある話ですから、うまくいかな

い部分も当然あると理解すると、どうしても土地買

収に応じていただけない場合も、やはり想定される

んではないかなというふうに思っています。 

  これは別に決して吹田市だけじゃなくて、どの事

業でも、どの市町村でもある話なんですが、その場

合ですね、言い方悪いんですけど、土地をどうして

も売却していただくための法律という部分も一定整

備されてるのかなと思ってます。土地収用法なんか

いい例かなと思っておりますが、これ持ち出すこと

はなかなかハードルも高く、非常に厳しいのは重々

理解した上ですが、この令和９年３月31日までに用

地を取得するという区切られている中でいきますと、

そのようなお考えは、今時点では出てる、出てない

も、なかなか支障ある話かと思いますので、そうい

った法を使った事業解決の手段という部分も、一定

視野に入れなければならないなとは考えているとこ

ろもあります。 

  その部分を含めて、地域整備推進室さんとして、

そういった法律についてどういったお考えをお持ち

なのか、お聞きしたいのですが、よろしいでしょう

か。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 本事業につきまして

は、土地収用ができる事業ではございます。ただ、

我々としましては、用地交渉につきましては権利者

との話合いですとか、御理解の下に手続を進める任

意取得を基本として、今、懸命に取り組んでおると

ころでございます。 

  しかしながら、任意取得といっても、我々最大限

努力をして話合い、交渉しても、なかなか任意取得

ができるような状態ではないというような判断にな

った場合については、土地収用法への移行というの

も検討していく必要があるというふうには考えてお

ります。 

○川田 尚委員 承知しました。できる限り、そうい

ったことのないような形で任意交渉を進めていって

ほしいなと思っています。 

  同じく、この議案参考資料137ページの中で、都

市計画道路に接続する千里丘１号線という記述もあ

ります。その中で支障物件の移設等補償に係る被補

償者との協議に時間を要したとありますが、これは

既に解決したのか、それとも解決のめどは立ってい

るものなのでしょうか、御答弁お願いいたします。 

○森 久美子地域整備推進室主幹 千里丘１号線の工

事の着手のために必要な用地につきましては、既に

取得済みでございます。 

○川田 尚委員 承知いたしました。非常にこの事業、

先ほども申しましたが、市民さんからの期待も高い

事業、その分、尊い事業かと思ってますので、土木

部さんの幹部職員の方々には、この現場で交渉等に

当たる職員に対してですね、できる範囲のケアをお

願いして、要望とさせていただきます。 

○浜川 剛委員 ちょっと簡単にだけ確認をさせてい

ただきたいんですけども、議案参考資料の135ペー

ジの上の川周辺整備事業での、河川管理者等との協

議に時間を要しというところで、これ大阪府さんな

のかなと思うんです。これはどんな理由なんですか。

吹田市が想定しているよりも時間がかかったという

ことで、なぜその想定よりも時間がかかったのか、

何かお互いの見解の相違というか、何か考えていた

ところが違うから協議なのか、それともたまたまス

ケジュールが合わなくて時間だけを要してしまった

のか、どんな感じなんですかね。 

○大野和也地域整備推進室主幹 苦労していた点と申

しますか、遅れている理由でございますが、河川管

理者としましては原則認められていない河川の暗渠

化、これにつきまして、河川増水時の溢水リスクや、

目視管理などができなくなるなどのデメリットがあ
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ります。 

  水害や維持管理でのリスクを回避するためにも、

非常に慎重な対応を求められてきました。 

  予備設計業務では、河川上部空間を活用するまち

づくり、遊歩道整備がいかに必要性が高い事業であ

るかを資料や定量的な数値などを用いて示し、原則

認められていない暗渠化について、河川管理者から

承認をいただける資料作成を行ってまいりました。 

  こういったところから遅れている、苦労してきた

といったところでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。そういう意味では、

いろんな資料作成されて、今回、認められたという

ことなんですけども、そしたら大阪府さんが心配し

ている暗渠化での災害時のリスクみたいなのもクリ

アをしているということでいいんですかね。 

○大野和也地域整備推進室主幹 現在、完全にクリア

できたという状態ではありませんで、大阪府と行っ

ております意見交換会において、河川上部空間を活

用した遊歩道整備の必要性について御理解をいただ

き、ボックス構造による河川暗渠化の方向性が確認

でき、詳細設計を進めていくといったところの確認

ができておるといったところではございますが、そ

のときに条件を受けております。その条件について

引き続き意見交換や予備設計、詳細設計を進めてい

くものでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。今の話でいくと、ま

だまだちょっとね、協議を続けていくことにはなる

ような御答弁やったんですけども、それを続けてい

きながらも、この最終的な令和８年９月の完了予定

に関しては、計画的にはそれ間に合うような、今そ

ういう、要するに今の協議の中で、実は、またこの

協議も予想以上にちょっと時間がかかってとかとな

るかならないかというだけの肌感覚になるかもしれ

ないんですけども、その感覚的には、どんなもんな

んですかね。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 今、担当から御答弁

ありましたように、大阪府さんとの意見交換の中で、

意思確認というふうに我々捉えてますけども、段階

的に意思確認をしている状況です。 

  まずは、河川空間を活用するという理解を得た、

これが第一段階の意思確認ができたところです。 

  次に、ボックス形状で進めていく方向性の確認を

しました。この点、その条件提示をクリアするのが

次の意思確認になりますけども、一つずつ意思確認

のハードルをクリアし、我々としては令和８年中の

工事契約に向けて、できるというふうには考えてお

ります。 

○浜川 剛委員 分かりました。そういう意味では、

まだまだハードルは幾つかはあるんでしょうけども、

しっかりとまた、進んでいっていただけたらと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  これは要望とさせていただきます。 

○井口直美委員 ほぼ川田委員が質問していただいた

んで、私からは１点だけお伺いしたいんですけど、

今回、令和７年度から令和９年度でやるという計画

が一括してできなかったので、予算廃止して、また

新たに、その１ということで、二つに分けて工事を

進めていくということで、債務負担行為等を上げら

れているというふうに理解しています。 

  先ほど用地が、あと半分ぐらい取得できてないと

いうことで、その１という部分だけ事業を進めると

いうことだと思うんですが、心配なのは本当にあと

用地がね、地図とか見てたら、なかなかどいてもら

えないような建物も建っておりますし、それがある

ことによって進まないというふうになろうかと、ち

ょっと懸念というか心配はしています。予定では令

和10年３月に道路完成というふうにあるんですが、

先ほど土地収用法とかも考えてやらなければならな

いこともあるかもと、それがないように頑張るとい

うことですが、それをするに当たっては、かなりタ

イトな、委員会のような協議会のような何かをつく

らないといけないし、そういうことをしようと思っ

たら、リミットっていつなんですか。 

  ここに書いてあるように令和８年、どの辺のタイ

ミングで、その土地収用法という法律も含めて進め

ていかないといけないと考えているのか、教えてく

ださい。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 委員おっしゃるとお

り、令和９年度末、残り２年少しという状況の中で、

今、用地取得半分という中では、非常に厳しいとい
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う御意見を頂いているところだと思います。 

  土地収用法、もし活用するんでしたら、一定の収

用委員会にかける必要がありますので、時間はかか

りますし、我々、先ほど申し上げたように、基本的

には任意取得を基本としておりまして、収用するに

も当然ながらハードルはあるというふうに思ってお

りますので、任意取得をしっかり進めて、来年度中

の用地取得を目指すというところなんですけども、

ただ、どのタイミングでするのかというお話につい

ては非常に難しい話でございまして、本当に任意取

得で交渉がまとまらないというような状況にならな

い限りは、ちょっと一つの判断基準なのかなという

ふうには思っております。 

  事業の完了年度とあるんですけれども、そこのバ

ランスというものもちょっと内部でもしっかり検討

していかないといけないというふうには考えており

ます。 

○梶崎浩明理事（地域整備担当） 今の担当の答弁の

補足なんですけれども、確かにおっしゃるように収

用委員会を立ち上げて、収用って非常にかかります。

もう１年半、２年かかりますけど、現段階で、居住

者の方と任意交渉している段階で、我々が収用のこ

とを明言すると交渉の妨げにもちょっとなりかねな

いので、現段階で我々の意向としましては、まず、

やっぱり任意取得に向けて交渉を続けるということ

が第一義ということでございます。 

○井口直美委員 もちろん私は、これを使ったほうが

いいなんて一言も言ってなくて、もちろん任意で交

渉していただかないと、やっぱりよくないと思って

ますので。ただ一方、こういう状況だと延長するこ

とになるじゃないですか。 

  今、令和10年３月に道路完成予定とされてるんで

すが、それを例えば令和11年、令和12年に変更とい

うこともあるんですか。その場合は何かまた国に申

請し直すとか、何かそういう手続が出てくるのかも

分からないですが、その辺をやっぱり心配もしてま

す。どうしても令和10年でしてほしいですけどね。

その辺は担当部のほうでは、どのようにやろうとし

ているのかだけ、もう一度確認させてください。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 令和８年度、来年度

になったら残り２年ということにはなるんですけど

も、未取得用地の進捗状況はもう少したてば状況も

分かってきます。令和８年中に、その状況を見極め

ながら事業の完了に至らない、あるいはどの程度と

いうところの見極めを来年度にはしていかないとい

けないというふうには、担当者は考えております。 

○井口直美委員 引き続き全力でお願いしたいと思い

ます。 

○石川 勝委員 まず上の川なんですけど、上の川は

随時、毎回確認してますけど、まず、あそこの大学

踏切あるじゃないですか。これずっと、何回も聞い

てる話なんですけど、その都度確認しております。 

  大学踏切の改修については市の単費でやっていく

という方向性が強いかな、認識が違うかったらあれ

ですけども、市のほうの主導で大分頑張らなあかん。

もちろん踏切のところについては電鉄のほうもあり

ますけど、あそこが、一連のこの流れの中でいきま

すと改修できないようなことになると大ごとやとい

うことやから、そこのウエートでかいなと思ってま

す。 

  その進捗状況と、この繰越明許で引き続き大阪府

ともやっていきますけど、関連してますんで、そこ

ら辺がどうなってるかという状況を、まず報告をお

願いします。 

○大野和也地域整備推進室主幹 大学踏切の安全対策、

こちらの検討状況でございますけれども、予備設計

業務の中でも交差点の改良について検討中でござい

まして、現状は地域のルールにて通行されており、

北進する車は右折ウインカーを出している車両の右

側を直進している状況といったところで、危険とい

うことを認識しております。 

  この点につきましては、現在、吹田警察や茨木土

木事務所とも協議中で、今後、交差点の安全対策と

いったところも進めていきたいといったところで進

めております。 

  また、遊歩道整備に絡めてというところに関しま

しては、事業の実施時期になってくるのかなとは思

いますけれども、遊歩道整備で今、先ほど河川の暗

渠化といったところございましたけれども、これが

順番に上流側へ向かって進んでいったタイミングで
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もって、大学踏切の交差点改良、もしくは大学踏切

の拡幅といったところに進んでいくのかといったと

ころを考えてございます。 

○石川 勝委員 大規模な改修については、当然いろ

んな暗渠化、これからの将来像については、確かに

時間もかかるし協議が必要だと。一方で、以前も少

し、あそこの大学踏切が非常に、何というか曲がれ

ないという状況があって、いろんな先輩議員さんと

かの御尽力もいただいて、一部改修が進んで、ちょ

っと回りやすくはなった。 

  しかし、まだ何ていうか、大がかりなやつじゃな

くても、ちょっと小手先のというか、もう少し何か

工夫をすれば曲がりやすくなるようなことも、ちょ

っと考える。 

それから、関西大学の向こうの歩道も広げるわけ

ですから、それに合わせて、鉄道事業者が、車が交

差するところの幅を広げる。あそこ車が交差する、

プラス歩行者通るというたら、もうとんでもないこ

とになってるので。非常に危ない状況になってるか

ら緊急的に、そういったことを、鉄道会社とも交渉

を引き続き強化していただきたいということがある

ので、これ毎回申し上げてますけど、関連している

ので、改めて、そこはもうしっかりやってください

ねということをお伝えしておきたいと思います。 

  それからもう１点、今この上の川ずっとやってま

すけど、今の工事区間の終わりのところの三差路と

いうか、一部通行止めというか、車両が通れなくな

って、今までとの一体感が変わります。それで今も

ですね、朝とか夕方は、もともと関大前からずっと

豊津のほうに行くところを、昔は江坂のほうに抜け

るんだと、まっすぐ行ってたんですよね。垂水保育

園さんあるほうに抜けてたんですけど、今そこ抜け

られないから、一旦豊津駅の方面へ行きながら、す

ぐ右折をして、またすぐ左折するということで、今、

道路がそういうふうになっています。 

  ここが当初から危ないなというか、自転車はどん

どん来るし歩行者も来る、右折はする。どんだけの、

何個のことを視点として気をつけないといけないの

かということで、おまけに車、あそこたまりますか

らね。今までやったらすっと行ってたから行けたけ

ども、大分車もたまってくると。現状そうなってい

ます。 

  それが、しかも今の工事の現状でありましたら曲

がりにくいという状況があります。今後、それは改

善される予定になってますけど、それも含めて、あ

そこかなり当初から問題地点やというふうに認識し

ておりまして、その辺りの、信号機がどうかという

のも含めまして、今後いよいよ出来上がっていくに

当たっては、あそこすごくポイントになると思うん

です。その辺のところ協議というか、警察も含めて、

どんな状況になっているのかということを教えてい

ただけますか、現況ですね。 

○大野和也地域整備推進室主幹 我々、垂水上池公園

前の交差点ということで呼ばせていただいておりま

すけれども、当該交差点におきましては、北から南

へ向かう抜け道利用といいますか、市道のほうへ向

かっていたところの交差部、ここが今回、閉鎖され

ます。もう既にされております。 

  北から南へ向かう車に関しましては、警察との協

議におきましても、わざと曲がりづらく、曲がりに

くく、そのまま府道を豊津交番前のほうへ向かって

いただくといったところの誘導を目指してございま

す。 

  一方、豊津の交番前交差点、こちらのほうにおき

ましては、今までありませんでした右折車線を今回

新たに設けますといったところで、今まで円山垂水

３号線という市道名になっておりますけれども、垂

水保育園前の道路、ここを通っておられた車両、自

動車に関しまして、豊津交番前交差点のほうへ移っ

ていただくといったところを、今回の遊歩道整備に

合わせて今、実施中といったところでございます。 

○石川 勝委員 当初からそのような説明聞いており

まして、今現在では、その豊津の交番の前が、右折

レーンがまだできていないということで、それを知

っている、日常的に使っている人たちは向こうにそ

れができていないので渋滞するからということで、

依然、今クランクになった状態のところを曲がる車

が非常に多くて、しかも渋滞するというレベルぐら

いやったらまだあれですけど、自転車、それから右

折する車、まっすぐ来る車、これが１点に集まって、
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何人もひかれそうになってる状況は実際にあるんで

す。 

  多分、事故も起こってると思います、警察に聞い

てみないと分かりませんけど、多分起こってると思

います。これが豊津駅前の右折レーンが完成しても、

依然として、もし仮に改善されなかった場合は、こ

れ魔の交差点と言われるようになるんじゃないかな

というふうに思ってます。ですが、これはあくまで

想像です。 

  ですんで、それは当初からやっぱり予測されたわ

けだから、そこら辺のことは、ぜひさらにちょっと

御留意いただいて、取りあえず豊津駅前と、それと

今、クランクのとこも右折レーンでいきますから、

それができた上での検証というのを改めてしっかり

した上で、今後の整備についても、場合によっては

変更と。変更というか、それも含めて協議事項とし

てあるんだということについての御認識は忘れない

でいてほしいということを強く申し述べていきたい

と思います。 

  続きまして、千里丘朝日が丘線のやつなんですけ

ども、これ一部摂津市の域を吹田市がお金を出して

やるということで、摂津市としても、それは何とい

うんか、摂津市民が少ないからですけれども、摂津

市もありがとうというふうな位置づけやと思います

よね。 

  摂津市と吹田市というのは隣接しているわけです

から、駅前の開発は、やっぱりどっちがするという

よりも、両市一体となってね、持ちつ持たれつの関

係でやっていくということが重要だと思っています。

その中で摂津市さんとしても、より協力体制にある

と思うんですけど、その協力体制があるというか、

担当レベルでの交流というか、連携というか、協議

というか、そういったことは非常にうまくいってる

んだという認識でよかったんでしょうか。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 摂津市域とはですね、

令和２年度の事業認可取得後から、もちろん道路管

理者という立場、それから地元市ですので、我々も

摂津市域の自治会さんについては、そこの摂津市さ

んのワンクッションもありますので、そういった意

味で非常に連携、協力を令和２年度から今にかけて

やっております。 

  かなり頻繁に、今回、工事に向けても設計の協議

とか管理者協議を行っておりますので、協力、連携

いただきながら進めているというふうには、本市は

捉えております。 

○石川 勝委員 直接的には関係ないですけれども、

ニュース等々でも出ている摂津市の土地のところに

吹田市が建物を建てるということでね。摂津市議会

は全会一致で反対しているということで、新しくな

られた市長も、いやいや一定議会の意見も尊重しな

いといけないというようなことでね。これ両市にま

たがる、いろんなことに関して、摂津市からノーや

と突きつけられてることに対して、吹田市議会とし

ても、いろんな皆さんも意見表明されているように、

いやいや両市で協力してやっていくというスタンス

は、これはやっぱりそのほうが合理的だというふう

に我々は認識しています。 

  特に担当の皆さんレベルが非常に御足労いただく

部分だと思いますけれども、やっぱりそういった、

特に地域整備のことについては引き続きですね、連

携を深めていただいて、何ていうのか、これはちょ

っと全然論点から外れますけど、摂津市議会議長さ

んにも、もし何かそういう両市の問題があるんであ

れば、摂津市議会、そして吹田市議会で連携を取っ

て、例えばですけどちょっと本当仮の話で、特別委

員会を合同設置するとか、分かりませんけど、いろ

んな広域連携についての問題を議会レベルでもね、

やっぱやっていってもどうかというお話なんかも水

面下ではしてます。 

  そうしたことを含めて、両市にまたがるこの都市

計画道路の問題、これ後藤市長も発言されておられ

ますけれども、もし摂津市の地域で何か有事があっ

て、例えば洪水とか何かあった場合に、避難所とい

うのは吹田市でも確保して、吹田市の避難所にも摂

津市の市民も来ていただけるようなみたいなね、話

もしているし、摂津市としても摂津市長さんにお聞

きしたら、それも認識しているというふうにおっし

ゃっていらっしゃいました。 

  そんなことを含めて摂津市、今後ね、ほかの部分

も含めて、御尽力いただきますようにお願いをして
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おきたいと思います。 

○竹村博之委員 それぞれ各委員さんからありました

ので、重ならんようには努力したいと思いますが、

重なるかもしれませんけど、よろしくお願いします。 

  まず、上の川の周辺整備事業です。これは御承知

のように、既に豊津駅前から蓮華寺橋までですかね､

これ今工事､鋭意されています。 

  それを、ここの花壇踏切まで延伸しようというこ

とでの、いろいろ協議をされている中で、それに関

連する事業を、協議が一定整っていないということ

で、予算について繰越明許を提案をされているとい

うことだと思います。 

  まず、今後の予定ということでは書かれているわ

けですけれども、先ほどからあったと思うんですけ

ども、重ねて今いろいろなことを協議しているんだ

けど、ここがちょっと詰まってるというかね、協議

中だということで、この提案の中身について、分か

りやすくお答えいただけたらありがたいなと思いま

すけど。 

○大野和也地域整備推進室主幹 今現在、具体的に進

めている提示された条件でございますけれども、一

つは公共性が高く、設置がやむを得ない理由の精査

といったところ。上の川の遊歩道、この河川上部空

間を活用したまちづくりですけれども、公共性が高

く設置がやむを得ない理由の精査。 

  もう一つが、暗渠化に伴う水理検討、氾濫解析や

施工時における安全対策など。 

もう一つ、維持管理等についてのところの検討と

いったところが具体的な検討状況となっております

けれども、詳細設計業務、これを発注するための必

要な条件といったところは、これまでの意見交換会

の中で得られてきたといったところで、発注準備を

進めてございます。 

○竹村博之委員 ということは、いろいろ協議をして

一定お互い認め合う中で、国の法的な何か、そうい

う手続等もクリアできるという判断やということで

よろしいんでしょうか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 法的なところといっ

たところで申しますと、我々、河川を暗渠化するに

おきましては河川管理者に許可を得る必要がありま

すが、この許可を得るものは、また別でございまし

て、これから詳細設計進めまして、その図面であっ

たり、構造検討を行った上で、それを河川管理者に

示した上で最終、暗渠化の法的な許可が得られると

いったところになります。 

○竹村博之委員 分かりました。そういうことで設計

業務ですね、そこのところしっかりやった上で法的

な手続を進めていくと、そういう今は途中の段階だ

ということ分かりました。 

  今後の見通しですけど、これ一応、繰越明許費に

ついての今後の見通しについてはしていただいてる

んですけど、上の川遊歩道延伸基盤整備詳細設計業

務の着手予定ということで、これは2026年９月完了

予定という。この先ですけど、そこまではちょっと

なかなか予定が立たないのかもしれませんけど、先

の予定というかね、例えば、工事そのものを着手し

て、工事が完了する、供用開始されるというような、

その辺の先の見通しなんかについては、現時点での

何か御示唆いただけたらありがたいんですけど。

我々地域でね、いろいろお話しするときに、先々、

大体この辺だろう、皆さん使っていただけますよ、

完了しますよというのはね、参考にしたいなと思う

んですけど、その点どうでしょうか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 事業の完了年度につ

きましては、令和12年度中を完成目標としており、

こちらについては変更、今のところございません。 

  我々、都市構造再編集中支援事業という補助事業

において事業期間が原則５年とされており、今回、

詳細設計の発注に６か月ほどの遅れはあるものの、

令和12年度までの計画に変更はございません。ただ

し、今後の進捗など、必要に応じては事業期間の延

長なども調整していく必要があると認識しておりま

す。 

○竹村博之委員 分かりました。ということはこれ、

今御提案いただいてるとおり、やっぱり進めていく

というのは一定の最低条件というか、そういうふう

に理解してよろしいんでしょうか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 そのとおりでござい

ます。 

○竹村博之委員 分かりました。引き続き取り組んで
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いただきたいと思います。 

  それとですね、先ほど石川委員さんのほうからご

ざいました、垂水上池前交差点のとこですね。あれ

も、私も以前からちょっといろいろお話もさせてい

ただいた経過がありまして。私も割と毎日のように

あそこを利用して、垂水のほうから上がってきて関

大前のほうに抜ける、あそこを今も大体毎日のよう

に使って、市の中心部のほうに移動するというか、

車でね。そういう場合が多いです。 

  確かに言われているように、あそこ、特に朝夕な

どはね、自転車やら車やらということで、非常に混

雑している。なんかむしろちょっと混雑する場所が

ね、１か所増えたなという感じはしています。 

  今後、経過を見てということはあるんですけども、

ちょっと今の時点でもね、何か手を打てないかな。

だから、保育園のほうから来て、あそこ交差点を右

に入って関大前のほうに行く。特に関大前のほうに

行くときの車の曲がり方が非常に難しいんですよ。 

  その手前に歩道が今ね、もう既に形になってきて

まして、曲がろうとすると、それを気にしながら左

のほうに、関大前のほうに曲がろうとすると、対向

車線というんですかね、向こうにはみ出ざるを得ん

というか。そういうことがあって、ちょっと慌てて

運転したらまずいなと。しっかり確認した上で左折

なりね、しないといけないなというのは日頃思って

やってるんですけど、あれは今の形状は完成しても

あのままなんですかね。降りたところの基本の道路

のところの形状はあのままというふうに理解してよ

ろしいんですか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 現在、走行していた

だいている車道に関しましては、あと１ｍぐらいは

道路の幅が少し広がります。阪急電鉄側のほうへ少

し広がります。ただ、それぐらいの程度といったと

ころでございます。 

○竹村博之委員 １ｍといったら結構ね、曲がりやす

くなるんかなというふうには想像はするんですけど。

指摘されましたようにね、あそこなかなかちょっと

厳しいのが、今の時点では予想されますのでね。く

れぐれもやっぱり自転車やら人やら歩いているので、

その辺の事故というのはすごい気になるところなん

で。だから言われましたけど、あそこから出て豊津

のほうに抜けるというのは、ちょっとなかなか考え

にくいんですね。やっぱり信号のところをみんな逃

れて、向こうの御堂筋とか新御堂筋のとこへ抜けて

いく。江坂のほうへ抜けていくというドライバーの

心理というのはなかなか右折レーンができただけで

ね、そうなるかなというのは、私も車運転しますん

でね、その辺の心理的なものは、やっぱりあるかな

とは思ってます。ちょっとぜひ経過をしっかり見て

ほしいと思います。 

  それから都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設

事業における補正予算ですけども、この議案参考資

料の139ページのところに地図が載ってまして、今

これについては北部分の70ｍを先行して実施してい

こうと。 

  南のほうについては、一旦予算については廃止す

るということですよね。改めて工事するとこだけの

予算を計上しているということですね。その後の計

画は、この千里丘朝日が丘線用地取得事業における

繰越明許費の計上とか、この辺との関わりが出てく

るんですよね。 

  ちょっともう一回分かりやすく説明していただけ

たらありがたいんですけど。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 少しちょっと丁寧に

御説明させていただきますと、当初の計画としては

全部の用地を取得した後に、全区間一斉に道路工事

をする。これが当初の、着手時からの計画です。 

  ただ、今現状の用地取得の状況、それから一部の

用地の交渉に時間を要することを踏まえまして、事

業の進捗を確保するために、工事の条件が整った、

この吹田市域の70ｍのところを先行して工事を発注

するという計画にしました。ここまでが、今回の債

務負担の廃止と新たな追加ということでございます。 

  今後の予定という御質問もあったかと思っており

ますけども、令和８年中に残りの用地を取得をしま

して、令和８年度中に残りの分の工事を発注して、

令和９年度末の完成を目指して取り組んでいくとい

うことでございます。 

○竹村博之委員 そのとおりだと思います。 

  用地取得については先ほどからありましたように、
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うまくいってるところもあれば、ちょっと停滞して

いるとこもあるということかなと思うんですけど、

これ見込みについては来年度中に解決しようという

ことで、その分の予算は繰越明許費で計上されてい

ると、そういうことですね。ちょっとやっぱりなか

なか皆さん、長年住まわれている方もいますし、や

はり丁寧にやっていただくというのは当然です。皆

さんもそういう思いでやられてるというのは分かり

ましたけども。 

  例えば住んでおられる方だけじゃなくて、ここは

お墓がありますよね。お墓の部分はうまく相手さん

との話は進んでいるというふうに理解してよろしい

んでしょうか。 

○森 久美子地域整備推進室主幹 墓地に関しまして

は、墓地管理組合と契約の合意には達しておりませ

ん。しかしながら、調査等には協力をいただいてい

るという状況となっております。 

○竹村博之委員 墓地については権利者の方がたくさ

んいらっしゃって、その全部の合意が得られてない

という、そういうことで理解していいんでしょうか。

それかもう全体として、ちょっとなということにな

っているのか。 

○森 久美子地域整備推進室主幹 墓地に関しまして

は、いわゆる村落墓地となっておりまして、多数の

権利者様がおられるという状況になっております。 

  合意状況につきましては、管理組合様及び移転対

象となる方とも個別に調整はさせていただいておる

んですけども、どちらも合意には至っていないとい

う状況となっております。 

○竹村博之委員 時間ももうないのであれなんですけ

ど、ここの権利者の方というのは何軒ぐらいいらっ

しゃるんですか。 

○森 久美子地域整備推進室主幹 この墓地に墓石を

お持ちの、使用されている方は、おおよそ180墓地

ほどございます。 

○竹村博之委員 180で、その今回の道路拡幅で影響

があるとか、そういうことでなくて、全体としてま

だ合意がされてないと、そういうことで理解してい

いんですかね。 

○森 久美子地域整備推進室主幹 委員のおっしゃる

とおりでございます。 

○竹村博之委員 最後ですけど、いずれにしても権利

に関わる話なので、なかなか大変だと思うんですけ

ど、しっかり丁寧に進めていただきたいというふう

に思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

○久保直子副委員長 まず、上の川周辺整備事業のほ

うなんですけれども、これ経過及び今後の予定を見

させていただきますと、令和６年９月から意見交換

会を開始されているわけですけれども、今回、河川

管理者等との協議に時間を要し委託発注に遅れが生

じたというようなことなんですが、この意見交換会

を開始した時期ですとか、意見交換会の期間という

のは、こちらの遅れが生じたことと関係しているの

か。また、関係しているのであれば、その期間や時

期は適切だったのか。どのように考えておられるん

でしょうか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 令和６年９月以降の

大阪府との意見交換でございますが、現在まで６回

ほど意見交換、交わさせていただいております。 

  今回までの意見交換会において、ようやく詳細設

計を出すために必要な条件といったところが得られ

たといったところでございますけれども、この期間

と、あと回数が多かったらもっと早く出せたのかと

いったところに関しましては、意見交換会の回数及

び期間については今申し上げたとおりなんですけれ

ども、その間に我々、頂いた条件、与えられた問い

に対して答えをつくるために検討であったり、設計

する期間も必要になってまいりますので、これ以上、

さらに回数を増やすですとかといったところで、全

体の期間を縮めることができたかというと、一概に

そうではないというふうに考えてございます。 

○久保直子副委員長 人相手のことですので、計画ど

おりにいかないとは思うんですけれども、しかしな

がら、協議するということはとっても大事なことで

すので、また今後も話合いを大事にしながら、計画

も立てていただいているので、そこも意識していた

だきながら進めていただきたいなと思います。 

  続いて議案参考資料の137ページのほうになりま

すが、これまでの委員さんのお話聞いていましたら、

まずは話合いをきちっとしてから工事に着手すると
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いう計画だったのが、そこが難航したため、もう話

合いが終わったところから工事に着手するというと

ころなんですけれども、まだ、ちょっときちっと話

合いがうまくまとまっていないところは、令和８年

度中にするというふうに言われてますが、これまで

その計画どおりに話合いができなかったところを、

来年度いっぱいで話合いを完成させるというところ

に、どのような秘策というか、あるんでしょうか。

どういったところで折り合いつけていくつもりなの

か、聞かせていただきたいと思います。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 残りの未取得用地の

取得が最大の課題というふうに捉えています。もち

ろん、これまで長い期間をかけて用地交渉している

ところもある、長いといいますか、それなりにかけ

ているところもあります。 

  ただ、今回の用地取得については様々な事情をお

持ちといいますか、現在個別の事情に交渉してお話

をいただいて、それに検討して、補償内容を提示す

るというようなことを繰り返しながらやっておりま

すので、やはり丁寧にやることで信頼関係を構築し

ていっております。この信頼関係を構築することが

秘策とは言いませんけども、やはり地道の中では最

も大事な部分であるというふうに思っておりますの

で、引き続き我々も丁寧に対応をしていきたいとい

うところでございます。 

○久保直子副委員長 信頼関係を構築するというとこ

ろを一番に置いておられるというところですので、

大変やと思うんですけれども、頑張っていただきた

いと思います。 

○石川 勝委員 ちょっと先ほど竹村委員からもあり

ましたように、さっき言うてましたクランクになっ

てるところね、上の川のところ、道路の整備なんで

すけども、一応完成イメージ図を改めて見てたりす

るんですけど、当時、完成図を見て、それでも厳し

いなと思ったけど、今それがある程度できてきた上

で、関係図面を見ながら、今、実際使ってる人間と

してイメージすると、これかなり厳しい問題が出て

くるなと思うんですね。 

  かといっても工事が決定されて進んでることであ

りますから、一定どこかまで完成を見ないといけな

い。しかし、やっぱり現場に照らし合わせたら、こ

れやっぱり具合悪いなということが、当然、住民の

意見からも上がってくるだろうと思います。 

  だから今回の、この繰越明許に対しての審議には

直接的な影響はないけれども、そうしたところをも

う少し、少なくとも地元の議員とですね、ちょっと

協議をしていただいて、現場も立会いをして、これ

が現状こうなってるんだということをね。やっぱり

少なくとも議員、それから地元に説明しながら、歩

行者動線とか、車が実際どうなってるかということ

を現場での確認をして、特にポケットパークを造っ

て、もともとから通れたところを通れないような形

になるということであれば、歩行者の動線も含めて

ですよ。 

  我々がもともとちょっと個人的に言ってた、いや

別にあそこは一部分下から登ってくるとか、一方通

行にすればいいじゃないかというふうな案もね、個

人的には持っていると。 

  近隣住民からの反対とかもあるかもしれませんけ

ど、そういったことでね。ただやっぱり現場的に、

これ本当に自転車とかを考えたときに、もうこれま

ず事故起こるでという状況があるのでね。そこはや

っぱり地元の議員も入れてですね、ちょっと今後そ

ういうことも、もうちょっと詰めるべきだというふ

うに、ちょっと関連して思うんですけど、いかがで

しょうか。ちょっとそれだけ見解、お伺いしときま

す。 

○梶崎浩明理事（地域整備担当） おっしゃってる交

差点部分で交通が錯綜しているというような、これ

共用してみて初めて明らかになってきた問題もあろ

うかと思いますんで、まずは現状把握しまして、何

か手だてがないのか、改良点も含めて、今後引き続

き検討してまいりたいと思います。 

  ただ、警察の許可もございますので、何か特定の

御意向のとおり改造できるとか、そういうことでは

ないんですけれども、何か安全に資するようなこと

ができないか、何が一番大きな課題なのかというよ

うなことは、また御相談をさせていただければと思

います。 

○高村将敏委員長 ほかに質問はありませんか。 
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  （発言なし） 

  なければ、以上で、議案第118号中、土木部所管

及び議案第120号に対する質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 以上で、予算常任委員会建設環境

分科会を閉会します。 

（午後２時９分 閉会） 
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